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 部 活 動 に つ い て 

北茂安中学校 

１、部活動の目的 

 （１）部員の相互理解を深め、学年の枠を越えた活動を通して社会性を養う。 

 （２）活動を通して自主的・自発的・自律的な態度を育成する。 

 （３）一人一人の思いを尊重し、個性を伸長する。 

２、部活動の心得 

 （１）あいさつ 

  ・活動場所に向かって、活動の始めと終わりに一礼し、職員、外来者に対し姿を見たらその場 

  であいさつをする。 

 （２）部員の協力 

   ①部活動を休む場合には、必ず顧問に届け出る。 

   ②各学年の立場、役割を話し合い、尊重しあって活動する。 

 （３）時間の厳守 

   ①全員そろって始め終わることを原則とし、遅れて参加したり早くやめたりするときは顧問、

    部長に必ず連絡する。 

   ②完全下校の時刻を守る。 

 （４）準備と後始末 

   ①運動部は準備・整理運動を行う。 

   ②全員で協力し、活動終了時には、活動場所の整理整頓、戸締まりを行う。 

   ③自分の荷物は必ず活動場所に持っていき、体育館・外の部は校舎内に入らない。 

    校舎内で活動する部は、必ず戸締まりをして活動を終了する。 

 （５）部室の使用と整理 

   ①部室内での飲食は原則として禁止する。（給水・土日の昼食を除く）また整理整頓を定期 

   的に行う。 

   ②鍵の借用と返却は、原則として部長が行う。 

   ③部員以外の出入りは禁止する。 

 （６）入部・退部・転部の手続き 

   ・保護者・先生（担任・顧問・部活動主任）の了承を経て、書面で手続きをする。 

   ・原則として年度内の転部は認めない。 

 （７）服装 

   ①各部で決まった服装（顧問判断・華美すぎないもの・ソックスも含む）で活動し、服装が 

   できていない場合は活動しない。 

   ②部活動での登下校にのジャージ（冬場は指定のウインドブレーカー）を使用してよい。 

  （８）下校 

   ・友人宅、店などへの寄り道をしないで決められた通学路を通ってすみやかに帰宅する。 

   （９）出席の確認（教職員） 

    各部で出席簿をつくって記入させるなど、顧問は部員の出席状況を確実に把握しておく。 

３、朝の練習および延長練習について（教職員） 

（１）大会（公式）、発表会等が近い場合のみ学校長の許可を得て活動することができる。 

（２）顧問は前もって校長と部活動担当に連絡し、職員朝会などを利用して全職員に知らせる。 

（３）朝練習の活動時間は７：３０から８：００までとする。（７：２０前には登校しない） 

（４）朝練習時は８：１０までに制服に着替え、教室に入る。 

（５）顧問は必ず活動に参加する。 
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４、部活動の完全下校 

 （１）平日の完全下校時刻（校門通過でなく、希望坂の車止めを出る時間） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

１８：００ １８：３０ １８：４５  １８：００ 

 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

１８：００ １７：１５ １７：００ １７：３０ １８：００ 

    ＊１０月の地区駅伝大会以降は完全下校を17:30とする。 

     ＊１月は、２０日以降の完全下校を17:15とする。 

 （２）原則として、完全下校時刻は上記のとおりとする。（活動終了は１５分前） ※放送あり（教頭） 

 （３）（教職員）天候不順等、特別な場合はその都度設定する。 

 （４）（教職員）顧問の考えにより、早く終了してもよい。 

 

５、休養日について 

 （１）１週間に２日は休みを取る。土・日のいずれか１日、平日に１日休みをとる。 

 （２）テスト休み 

    中間テスト …… ２日前から   期末・学年末テスト …… ３日前から 

    校内テスト …… １日前から 

 

６、大会等の参加について 

  ○要項等で開催日が学校行事と重なる場合は学校行事が優先する。地区代表にて県大会など  

  へ出場する場合は特に注意する。 

 （１）（教職員）県外遠征や宿泊を伴う大会や合宿などを計画する時は、要項又は計画書を添え 

て、事前に校長へ申請し許可を受ける。計画書等は各部活動の様式を可とする。 

 

７、その他 

 （１）飲み物についてはお茶や水を原則とする。熱中症対策としてスポーツドリンクを飲用して 

よい。なお、人工甘味料入り炭酸飲料や糖分の多い飲料は水分補給の妨げのおそれもあり持 

ってこない。 

  （２）（教職員）顧問不在の場合は活動できない。但し、他の顧問に依頼し、その承諾があれ

ばその指示に従い活動する事ことができる。 

 （３）（教職員）自然災害等で警報が発令された場合は、部活動中止を基本とする。 

  （４）原則、社会体育など（学校管理下外でスポーツ活動や文化活動をしている生徒）と部活動と

兼ねることはできない。 

  （５）（教職員）顧問は１か月分の練習計画を作成し教頭に提出する。 

  （６）（教職員）部活動顧問は、正顧問・副顧問の区別はせず全員を「顧問」とする。 


